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Ｒ８国営明石海峡公園淡路地区で使用する電気

分任支出負担行為担当官
国営明石海峡公園事務所長
国土交通技官　　　　　　　富所　弘充
兵庫県神戸市中央区海岸通２９番地　神戸地方合同庁舎７階

令和　８年　４月　１日

株式会社ほくだん
兵庫県淡路市小倉１７７番地

¥２５．７４－

¥２５．７４－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書

ランク 特例政令等の該当

非該当

１．業 務 名

国営明石海峡公園淡路地区で使用する電気

２．業 者 名

株式会社ほくだん

３．随意契約理由

本業務は、国営明石海峡公園淡路地区及び当該公園の位置する兵庫県淡路市

における脱炭素化に向け、国営明石海峡公園事務所長と淡路市長が締結した覚

書に基づき、淡路市の共同事業者として指名された者が国営明石海峡公園淡路

地区に太陽電池発電施設を設置し、当該施設により発電した電気を国営明石海

峡公園事務所が購入し、本公園内の各施設に電力を供給することを目的として

行うものである。

国営公園における再生可能エネルギーの導入については、再エネ発電設備の

整備と再エネ電気の調達により、2030 年度を目途に、国が行う公園管理に係
る電力についてゼロカーボンに対応していく方向性で取り組むこととなってお

り、公園内の設置可能な建築物、駐車場に再エネ発電設備を導入した場合の発

電量が目標値として設定されている。また、国土交通省が保有する建築物及び

土地においては、太陽光発電の最大限の導入を図ることとされており、必要に

応じて PPAモデルの活用も検討することとなっている。
一方で、淡路市は、（株）ほくだん外１者と共に協定を締結し、環境省より

当公園を含むエリアを対象に、「環境省脱炭素先行地域」の選定を受け、地域

の脱炭素化を図っており、その取り組みは上記国営公園における取り組みとも

合致していることから、国営明石海峡公園事務所長と淡路市長との間でも、脱

炭素化に向けた連携について覚書を締結しているところであり、当該覚書に基

づき国営明石海峡公園淡路地区へ再生可能エネルギーを供給する共同事業者と

して、淡路市は、淡路市が約 90 ％出資する第 3 セクターである（株）ほくだ
んを指名している。

なお、本取り組みに際しては、事前に太陽電池発電施設設置について都市公

園法上の許可を事業者に与えているが、その際、使用料を徴収しないことにつ



いては、本省権限で行っているものであり、本取り組みについても了解してい

るものである。

以上のことから、本業務を実施することができる唯一の者である上記業者と

随意契約を行うものである。

４．随意契約する根拠法令

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

国営明石海峡公園事務所

総務課長 村田 高章


